
（８－２－Ⅰ）

実 績 評 価 書
平成１６年２月

政策体系 番 号

基本目標 ８ 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動す

る社会づくりを推進すること

施策目標 ２ 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備する

こと

Ⅰ 地域における療育システムや社会復帰支援、相談支援体制を

整備すること

担当部局・課 主管部局・課 社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課

関係部局・課 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 平成１４年度末まで市町村障害者生活支援事業、障害児（者）地域療育

等支援事業、精神障害者地域生活支援センターを人口３０万人当たり概

ね各２ヶ所ずつ整備すること

（実績目標を達成するための手段の概要）

市町村障害者生活支援事業及び障害児（者）地域療育等支援事業については、都道

府県や市町村が当該事業を実施する場合に事業費の国庫補助を行っている。

精神障害者地域生活支援センターについては、施設整備費を補助するとともに、運

営費を補助している。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

73 109 160 215 302①市町村障害者生活支援事業の実 ①

施箇所数

185 234 302 390 470②障害児（者）地域療育等支援事 ②

業の実施箇所数

101 188 215 296 377③精神障害者地域生活支援センタ ③

ーの設置箇所数

（備 考）

障害者プランの実績について、毎年度調査を実施。

実績目標２ 平成１４年度末までに重症心身障害児(者)等の通園事業を約１，３００

ヶ所整備すること

（実績目標を達成するための手段の概要）

障害児通園（デイサービス）事業については、利用者が通いやすいよう公民館等身

近な場所で実施することとし、市町村が当該事業を実施する場合に事業費の国庫補助

を行っている。

また、重症心身障害児（者）通園事業については、重症心身障害児施設・肢体不自

由児施設等医療機能がある施設、障害児施設・知的障害者援護施設等において、医療

機関との緊密な連携を通じ実施することとし、都道府県・指定都市・中核市が当該事



業を実施する場合に事業費の国庫補助を行っている。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

458 517 582 640 703重症心身障害児（者）等の通園事業の実

施箇所数

（備 考）

障害者プランの実績について、毎年度調査を実施。

実績目標３ 平成１４年度末までに精神障害者生活訓練施設を約６千人分、精神障害

者社会適応訓練事業を約５千人分整備すること

（実績目標を達成するための手段の概要）

精神障害者生活訓練施設については、施設整備費を補助するとともに、運営費を補

助している。

精神障害者社会適応訓練事業については、都道府県及び指定都市に対し補助してい

る。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

3,579 4,089 4,499 4,933 5,306精神障害者生活訓練施設の整備量 施設

3,542 3,652 3,897 3,880 3,982（人分 、精神障害者社会適応訓 事業）

練事業の実施量（人分）

（備 考）

障害者プランの実績について、毎年度調査を実施。

実績目標４ 精神障害者の長期入院を是正すること

（実績目標を達成するための手段の概要）

精神障害者社会復帰施設の整備促進、精神障害者居宅生活支援事業の法定化などに

より社会復帰を促進するとともに、精神科救急医療体制の拡充などの地域精神医療の

充実を図っている。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

平均在院日数、１０年以上長期入 日数 調査中406 390 377 374
31.1% 30.5% 29.6% 29.0% 28.4%院患者率 率

（備 考）

平均在院日数については「病院報告」により、長期入院患者率については精神保健

福祉課調べによる。

実績目標５ 平成１４年度末までに精神科デイ・ケア施設を約１，０００ヶ所整備す

ること

（実績目標を達成するための手段の概要）

地方公共団体、医療法人に対して施設整備費を補助している。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

758 864 978 1,077 1,147精神科デイ・ケア施設の整備箇所数

（備 考）

整備箇所数は、精神保健福祉課調べによる。



実績目標６ 精神保健福祉士の着実な養成を図ること

（実績目標を達成するための手段の概要）

精神保健福祉士国家試験を毎年度実施するとともに、受験資格を得る方法の一つで

ある精神保健福祉士養成施設等を指定している。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

4,169 6,655 9,332 12,666精神保健福祉士登録者数 －

（備 考）

試験は平成１０年から実施。登録は平成１１年から実施。

登録者数は指定登録機関（社会福祉振興・試験センター）からの報告による。

２．評 価

( ) 現状分析1
現状分析

施設や事業実施数、精神保健福祉士の登録者数等は着実に増加しており、障害者が

地域で生活するにあたって利用できるサービスが着実に増えている。一方で、障害者

プランで示された目標整備数と自治体における実際の整備数に乖離がある事業もあ

る。

( ) 評価結果2
政策手段の有効性の評価

市町村障害者生活支援事業については、障害保健福祉圏域（概ね人口３０万人）数

に２を乗じることによって導かれる目標値６９０か所に対し、平成１４年度までの実

施割合は４４％と低調ではあるが、近年、当該事業が持つ役割の重要性が見直されて

おり、特に平成１４年度には、対前年比１４０％の伸びを示した。

障害児（者）地域療育等支援事業については、障害保健福祉圏域（概ね人口３０万

人）数に２を乗じることによって導かれる目標値６９０か所に対し、平成１４年度ま

でにその６８％を実施した。当該事業の重要性が認識されるとともに、実施か所数は

着実に増加してきており、実績目標を達成するために講じた手段は有効であると考え

られる。

また、精神障害者地域生活支援センターについても、障害福祉圏域数に２を乗じる

ことによって導かれる目標値６９０か所に対し、平成１４年度までにその５５％を実

施した。施設数は事業開始以降着実に増加しているところであり、事業の有効性は認

められるものと考える。

障害児通園（デイサービス）事業については、当初、目標値を１，００２か所（２

０人規模型３０２か所、５人規模型７００か所）としていたが、地方自治体の要望を

踏まえ、効率的な運営を図る観点から、平成１０年度から、新たに１０人規模型の事

業に対する運営費補助を開始した。これに伴い、５人規模型を計画的に１０人規模型

へ移行した結果、目標値は６５２か所（２０人規模型３０２か所、１０人規模型３５

０か所）となった。重症心身障害児（者）通園事業の目標値２３６か所と合わせると

修正後の目標値は８８８か所となり、これに対する実施率は平成１４年度現在で７９

％である。事業実施か所数が着実に増加傾向にあり、実績目標を達成するために講じ



た手段は有効であると考えられる。

精神障害者生活訓練施設については約６０００人分、精神障害者社会適応訓練事業

については約５０００人分の整備を目標としていたが、平成１４年度までに、それぞ

れ８８％、８０％を実施した。事業の実施量は着実に増加しており、事業の有効性は

認められるものと考えられる。

精神障害者の長期入院の是正については、社会復帰の促進と地域精神医療体制の充

実を図ることにより、平均在院日数及び１０年以上長期入院患者率が着実に減少して

いるところであり、事業の有効性は認められるものと考えられる。なお、平均在院日

数及び長期入院率は未だ高い状況にあり、社会的入院の解消を含めた更なる施策の推

進が必要である。

また、精神科デイ・ケアの施設整備事業も、着実に増加しているところであり、事

業の有効性は認められるものと考えられる。

精神保健福祉士試験は平成１０年度から実施し、試験に合格して登録した者は毎年

着実に増加しているところであり、事業の有効性は認められるものと考えられる。

政策手段の効率性の評価

市町村障害者生活支援事業、障害児（者）地域療育等支援事業及び精神障害者地域

生活支援センターは、都道府県や市町村が要した事業費について、国が補助をしてい

るものであり、都道府県は事業、配置の適正性等について審査した上で事業等を行い

補助し、国はそれを財政的にバックアップするという役割分担により、効率的に事業

が実施されているものと考えられる。

また、障害児通園（デイサービス）事業、重症心身障害児（者）通園事業、精神障

害者生活訓練施設の整備事業及び精神障害者社会適応訓練事業は、都道府県、市町村

等が要した事業費について、国が補助をしているものであり、都道府県は事業の適正

性等について審査した上で補助し、国はそれを財政的にバックアップするという役割

分担により、効率的に事業が実施されているものと考えられる。

精神障害者の長期入院の是正については、長期入院の要因について分析した上で事

業を実施しており、効率的に実施されているものと考えられる。

精神科デイ・ケアについては、施設整備費に対し補助を行っているが、その運営費

は診療報酬でまかなわれており、事業実績等に応じた支援がなされていることから、

効率的に事業が実施されているものと考えられる。

、 、精神保健福祉士の養成については 養成施設の指定等は厚生労働省で実施する一方

国家試験の事務及び合格者の登録に関する事務は、財団法人社会福祉振興・試験セン

ターが他の資格の国家試験と合わせて実施する体制をとっており、適切な役割分担に

より効率的に事業が実施されているものと考えられる。

総合的な評価

精神障害者デイ・ケア施設の整備については、実績目標を達成でき、それ以外の事

業についても達成することができなかった評価指標もあるもののその件数等は着実に

増加・改善しており、実績目標の達成に向けて進展があった。 分析分類評価結果分類

③ ①



３．政策への反映方針

平成１４年１２月に策定された新障害者基本計画（平成１５年度から２４年度まで

の１０年間）に沿って、その前期５年間（平成１５年度から１９年度まで）において

重点的に実施する施策及び達成目標を定めた重点施策実施５か年計画（新障害者プラ

ン）に基づき、引き続き、必要な整備の推進を図ることとする。

、 、また 平成１５年度から始まった支援費制度において不可欠となる相談支援機能は

個々の市町村におけるサービス提供資源の実態や地域の障害者のニーズ等に即し、か

つ、地域の創意工夫を生かして弾力的に展開されるべき住民サービスの一つであるこ

とから、地域の主体性や自主性に委ねる方が、事業を進めていく上でより望ましいた

め、市町村障害者生活支援事業及び障害児（者）地域療育等支援事業について、平成

１５年度から都道府県・市町村の一般財源により実施することとしたところである。

さらに、精神障害者社会適応訓練事業は、昭和５７年度より「通院患者リハビリテ

ーション事業」として、予算事業において実施してきたところであるが、制度発足か

ら２０年を経て、本事業が全国に定着していること及び自治事務であることに鑑み、

平成１５年度から都道府県・指定都市の一般財源により実施することとしたところで

ある。

今後も当該事業の促進に向けて地方自治体への要請等を行っていくことにより、地

域における相談支援体制や療育システムの整備を図ることが必要であると考えてい

る。

【参考】

新障害者プラン目標

精神障害者地域生活支援センター 約 ４７０か所

重症心身障害児（者）通園事業 約 ２８０か所 反映分類

精神障害者生活訓練施設（援護寮）約６，７００人分 ②

４．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

○社会保障審議会障害者部会精神障害分会報告書「今後の精神保健医療福祉施策

について （平成１４年１２月１９日）」

２．基本的な考え方

「受入れ条件が整えば退院可能」な約７万２千人の精神病床患者の退院・社会

復帰を図ること。また、これに伴い、入院患者の減少、ひいては精神病床数の

減少を見込むこと

３．具体的な施策のあり方について

１）精神障害者の地域生活の支援

③地域医療の確保

＜方向＞

・地域医療を確保するため、二次医療圏では、精神保健・医療の一般的な



（ 。） 、 、需要 一般的な身体合併症への対応を含む に対応し 三次医療圏では

重大な身体合併症を有する精神障害者の医療等、専門的な精神科医療に

対する需要に対応できるようにすることが望ましい。

２）社会復帰施設の充実

＜方向＞

・精神障害者の社会復帰を支援するため、地域移行の推進を前提とした上

で、精神障害者社会復帰施設を計画的に整備し、その適切な活用を推進

する。

10 7 2・特に、今後 年のうちに 「受入れ条件が整えば退院可能」な約 万、

千人の退院・社会復帰を目指すために必要な施設を整備する。

・社会復帰施設の整備等にあたっては、精神病床数の動向を見つつ、効率

的に進めていくものとする。

４）精神保健医療福祉関係職種の確保と資質の向上

＜方向＞

・精神保健・医療・福祉に携わる医師、看護職員、精神保健福祉士、作業

療法士、臨床心理技術者等について、その確保と資質の向上を図る。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

（ ）（ ）○障害者対策に関する新長期計画 平成５年３月 障害者対策推進本部決定 抄

２ 教育・育成

① 地域における療育体制の整備

在宅対策、施設対策の両者を有機的関連の下に推進し、地域における療育体

制の整備を図るため、次のように施策の推進を図る。

ア 各種障害児関連施設、心身障害児通園事業（デイサービス 、相談機関等）

を、地域の障害児がその必要に応じ利用できるよう、これら施設等の適正

配置、施設等の間の連携等地域における療育体制の整備を進める。特に、

心身に障害がある幼児のための心身障害児通園事業（デイサービス）の整

備を引き続き推進する。

４ 保健・医療

( ) 精神保健対策の推進3
① 精神障害者に対し適切な医療の機会が提供できるよう、精神科における救

急医療体制、重症な入院患者や身体合併症を有する者等に対する医療体制を

確立するとともに、リハビリテーション医療を推進する。

５ 福祉

( ) 福祉サービスの充実2
① 在宅対策の推進

エ 在宅の精神障害者に対しては、通所型施設の整備に加え、グループホーム

等生活の自立を支援するための事業等の充実を図る。

② 施設対策の推進

オ 精神障害者に対しては、他の福祉施設との均衡にも配慮しつつ、援護寮、

福祉ホーム等社会復帰施設の整備を促進する。

○障害者プラン～ノーマライゼーション７か年戦略～（平成７年１２月 障害者



推進本部 （抄））

地域で共に生活するために

２ 地域における障害児療育システムの構築

○ 各都道府県域において、療育に関する専門的指導等を行うことのできる、

障害児療育の拠点となる施設の機能の充実を図るとともに、市町村が行う心

身障害児通園事業等の地域療育に対し、障害児通園施設等が指導・支援する

事業を、概ね人口３０万人当たり概ね２か所ずつを目標として実施する。

○ 在宅の障害児が身近な場所に通うことができるよう、保育所等を活用した

小規模の心身障害児通園事業及び重症心身障害児（者）のための通園事業を

約１，３００か所を目標として計画期間内に整備する。

３ 精神障害者の保健医療福祉施策の充実

( ) 社会復帰・福祉施策の充実1
○ グループホーム、福祉ホーム、授産施設及び福祉工場に加え、精神障害者

生活訓練施設（援護寮）については約６，０００人分を目標として、精神障

害者社会適応訓練事業については約５，０００人分を目標として、計画期間

内に整備する。

○ 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援や日常的な相談への対応、地

域住民との交流を支援する事業を、社会復帰施設に付置する形で、概ね人口

３０万人当たり概ね２か所ずつを目標として実施する。

( ) より良い精神医療の確保2
○ 医学的リハビリテーションにより精神障害者の社会復帰を促進する等のた

め、精神科デイケア施設を約１，０００か所を目標として計画期間内に整備

する。

５ 総合的な支援体制の整備

○ 身近な地域において、障害者に対し総合的な相談・生活支援・情報提供を

、 。行う事業を 概ね人口３０万人当たり概ね２か所ずつを目標として実施する

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし

④国会による決議等の状況（警告決議、附帯決議等）

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案に対する

附帯決議（平成１１年５月２１日衆議院厚生委員会）

１ 精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図る観点から、精神

障害者やその家族その他の関係者の意見も尊重しつつ、他の障害者施策との

均衡や雇用政策との連携に留意し、障害者プランの着実な推進を図るなど、

精神保健福祉施策の充実に努めること。

５ 精神病床に係る人員配置基準、医療計画その他の精神医療提供体制及び長

期入院患者の療養の在り方について、その充実に向けて早急に検討を行うこ

と。

６ チーム医療及び精神保健福祉サービスの一層の推進を図るため、人材の育

成・確保に努めること。また、現在検討中の臨床心理技術者の国家資格制度

の創設については、速やかに結論を得ること。



○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案に対する

附帯決議（平成１１年４月２７日参議院国民福祉委員会）

５ 精神病床に係る人員配置基準、医療計画その他の精神医療提供体制及び長

期入院患者の療養の在り方について、早急に検討を行うこと。

１２ 精神障害者に関する各種資格制限の緩和と撤廃について検討し、その結

果に基づいて、速やかに必要な措置を講ずること。

⑤会計検査院による指摘

なし


